
美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金交付要綱 

令和 4 年 12 月 13 日 

美波町告示第 32 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大に加え、原油価格や電気・ガス料金、

食材費等を含む物価の高騰（以下「物価高騰」という。）を受けながらも、介護保険サー

ビス及び障がい福祉サービス等（以下「介護サービス等」という。）の安定的な供給を継

続している介護サービス事業所、介護保険施設並びに障がい福祉等サービス事業所（以下

「介護サービス事業所等」という。）に対し物価高騰による介護サービス等の提供に対す

る影響の軽減を図るとともに、利用者負担の増加を防ぎ、もって高齢者福祉及び障がい福

祉の向上に資することを目的として予算の範囲内で助成金を交付するものとし、その助

成金の交付については、美波町補助金交付規則（平成 27 年美波町規則第 19 号。以下「交

付規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（助成対象）  

第２条 美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金（以下「助成金」という。）の交付対

象は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業者（以下「対象事業者」という。）とす

る。 

 (1)  令和 4 年 12 月１日（以下「基準日」という。）時点において、介護保険法（平成９

年法律第 123 号）、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）、障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号）、児童福祉法（昭

和 22 年法律第 164 号）、美波町地域支援事業実施要綱等に係る別表に掲げる社会福祉

施設等又は福祉サービス等に規定される、別表第１または別表第２に掲げる美波町内

に所在する介護サービス事業所等を運営する事業者であること。 

 (2)  前項に規定する社会福祉施設等及び福祉サービスは、基準日においてその全部を休

止していないものに限る。 

 (3)  令和 4 年 4 月 1 日から令和 4 年 11 月 30 日までの間で、第１号に掲げる介護サー

ビス事業所等を運営する事業者として介護サービス等を提供した実績があること。た

だし、基準日以降に介護サービス等の提供を開始した事業所を運営する事業者につい

てはこの限りではない。  

(4)  町税の滞納がないこと。 

 (5)  暴力団（美波町暴力団排除条例（平成 24 年美波町条例第 14 号）第２条第１号に規

定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条例第２条第２号に規定する暴力団員

をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有

する者でないこと。 

 



（助成対象経費） 

第３条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、令和 4年 4月 1日か

ら令和 4年 11月 30日までのうち任意の１～６ヶ月間（以下「助成対象期間」という。）

に、助成対象者が町内の事業所においてサービス提供のために支出した次に掲げる経費

（別表第１または別表第２に掲げるサービス以外に係る費用を除く。）とする。 

(1)  電気・ガス・ガソリン・軽油・灯油・重油代、食材費 

２ 助成対象経費のうち、国及び県等から同様の補助金等の交付を受ける場合は、助成の対

象から除外する。 

（助成金の交付額） 

第４条 助成金の交付額は、前条第１項に定める助成対象経費毎に助成対象期間の合計額

と前年の当該期間（支出の実績の無い場合は対象外とする。）の合計額を比較し増加した

金額とする。この場合において、助成対象経費毎に増加率 100分の 20を上限とする。 

２ 助成対象経費毎に助成金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て

るものとする。 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者は、令和 5 年 1 月 31 日までに、美波町介護・福

祉施設等物価高騰対策助成金交付申請書（様式第１号）に助成対象経費の根拠となる書類

を添えて町長に申請しなければならない。  

（交付決定等） 

第６条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可

否を決定し、美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金交付決定通知書（様式第２号）

又は美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金不交付決定通知書（様式第３号）により

通知するものとする。  

 

（調査等）  

第７条 町長は、助成金に関し必要があると認めるときは、助成金の交付を受けた対象事業

者（以下「交付事業者」という。）に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地に調査

を行うことができる。 

 

 （交付決定の取消し等） 

第８条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を 

取り消すものとする。 

 (1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

 (2) 助成金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。 



 (3) 前２号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。  

２ 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、交付事業者に美波町介護・福祉施設等 

物価高騰対策助成金交付決定取消（返還）通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

３ 前項の規定により、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若し

くは一部の返還命令を受けた者は、指定された期日までに助成金を返還しなければならな

い。 

 

 （延滞金） 

第９条 町長は、交付事業者が助成金の返還を命ぜられ、これを正当な理由がなく納期日ま 

でに納付しなかったときは、交付規則第 16 条の規定により延滞金を徴収することができ 

る。 

 

 （その他）  

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

 

 附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、令和 5 年 3 月 31 日限り、その効力を失う。 

（経過措置） 

３ この要綱の執行前に、この要綱に基づき申請された助成金に関し、この要綱の失効後に

必要となる助成金の交付決定の取消及び返還の手続に関しては、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第 2条、第 3条関係） 

介護保険サービス等 

介護老人福祉施設 

認知症対応型共同生活介護 

小規模多機能型居宅介護 

通所介護 

地域密着型通所介護 

通所リハビリテーション 

認知症対応型通所介護 

短期入所生活介護・短期入所療養介護 

訪問介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

居宅介護支援 

※各介護予防サービスを含む。また、「通所介護」には、介護予防・日常生活支援総合事

業における「通所型サービス」の指定を受けたものを含む。 

養護老人ホーム 

短期入所生活介護 

 

別表第２（第 2条、第 3条関係） 

障害福祉サービス 

施設入所支援 

共同生活援助 

短期入所 

自立訓練 

生活介護 

就労移行支援 

就労継続支援 

児童 発達支援 

放課後等デイサービス 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

計画相談支援 

障害児相談支援 



様式第１号（第 5 条関係）  

   年   月   日  

 

（宛先）美波町長  

 

事業者住所             

       事業者名      

                              代表者 職・氏名               印 

 

 

 

美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金交付申請書 

 

 

美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金交付要綱第５条の規定により助成金の交付 

を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

 

記  

 

 

１ 交付申請額               円  

 

２ 添付書類 

   (1)誓約書（別紙１）  

 (2)補助対象経費の支出実績額及び交付申請額積算シート（別紙２） 

 (3)支払を確認できる書類  

 

３ 振込口座 

金融機関名 

銀行・金庫 

農協 組合・漁連 

金融機関コード 本店 

支店 

 出張所 

店名コード  

 

口座番号 

 

 

預金種別 

普通  

当座 

口座名義 フリガナ 

※申請者である事業者名義の口座に限ります。 



別紙１（様式第１号関係） 

  

（宛先）美波町長  

 

誓 約 書 

 

１．美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金交付申請書及び添付書類について偽りが 

ないことを誓約する。  

 

２．令和４年 12 月１日（基準日）時点で、介護サービス又は障がい福祉サービス等の事業 

を行っており、令和４年４月１日から同年 11 月 30 日までの間にサービス提供実績がある

こと。ただし、基準日以降に事業を開始する事業所の場合のサービス提供実績は除く。  

 

３．支援金受給後も事業を継続する意思があり、引き続き、利用者負担の維持・軽減に努め

ること。  

 

４．申請内容確認のため報告を求められた場合、速やかに応じること。  

 

５．申請内容に虚偽が認められた場合、支援金の取消し又は返還に応じること。  

 

６．申請にあたり、町税の納付状況を照会することに同意すること。  

 

７．美波町暴力団排除条例（平成 24 年美波町条例第 14 号）第２条第１号から第３号まで

に 該当しないこと。また、当該暴力団等と密接な関係を有していない事業者であること。 

 

 

私は、美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金の交付を申請するにあたり、上記の

事項のすべてについて誓約する。 

 

 

     年   月   日  

 

 

   事業者名   

 

 



様式第２号（第 6 条関係）  

 

第 号  

年 月 日  

 

 

様  

 

 

美波町長   印  

 

 

 

美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金交付決定通知書 

 

 

 

  年 月 日付けで申請のあった美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金交付申請につ

いて、下記のとおり交付することに決定したので、美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助

成金交付要綱第 6 条の規定により通知します。 

 

 

 

記  

 

 

 

１ 支援金交付決定額           円 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第 6 条関係） 

 第 号  

年 月 日  

 

 

様  

 

 

美波町長   印 

 

 

 

美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金不交付決定通知書 

 

 

 

   年 月 日付けで申請のあった美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金交付申請に

ついては、下記のとおり交付しないことに決定したので、美波町介護・福祉施設等物価高

騰対策助成金交付要綱第 6 条の規定により通知します。  

 

 

 

記 

 

 

 

１ 不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第 8 条関係） 

 第 号  

年 月 日  

 

様  

 

 

美波町長   印  

 

  

 

美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成金交付決定取消（返還）通知書 

 

 

 

年 月 日付け第 号により交付決定のあった美波町介護・福祉施設等物価高騰対策助成

金について、下記のとおり交付を取り消すことに決定しましたので美波町介護・福祉施設等

物価高騰対策助成金交付要綱第８条第２項の規定により通知します。  

なお、これに伴い、下記のとおり助成金の返還を命じます。 

 

 

 

記  

 

 

１ 取消（返還）理由  

２ 交 付 決 定 額           円  

３ 取消（返還）額           円  

４ 返 還 期 日          年 月 日 

 

 

 


